
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 中途採用 

人を育て、地域を

支える人間となり 

共に下北山村を元

気にしよう～ 

（職員より） 

下北山村では人口が減少して少子高齢化が進んでいます 

消滅可能性市町村とも言われています 

都会のような利便性もありません･･･ 

でも、今が下北山村にとって大事な時だと思っています 

奈良県南部の山奥の人口の少ない村ですが、都会にはない豊

かな自然と村特有の地域資源が沢山ある素晴らしい村です 

下北山村では人を育て、歴史を活かし、環境を守りより良い 

未来を築くため頑張っている仲間がいます 

「あなたも下北山村の未来を築く一員になりませんか！」 

 

一緒に村を盛り

上げてくれる仲

間をお待ちして

います。 

（職員より） 

豊かな自然が魅力で

「森に生きる・森に

遊ぶ・森で育む」を

基本目標として取り

組んでいます。 

（村長より） 

楽しいことも、し

んどいことも共有 

して一緒に前を向

いて頑張ろう！ 

（職員より） 

 

令和５年度 

（2023年度） 

下北山村職員募集 



 下北山村職員採用試験の案内 
 

 

 

 下北山村では、令和５年度中に社会人枠職員（一般事務職）の採用試験を次のとおり

実施します。 

 

 

 

１．職   種       行 政 職（一般事務職） 

 

 

 

２．採用予定人数    若 干 名 

 

 

 

３．受験資格      

 試 験 区 分 年 齢 要 件 資  格  等 

行政職 

（一般行政職） 
社会人枠 

昭和５８年４月２日

以降、平成５年４

月１日までに生ま

れた方 

〇平成２８年４月１日～令和５年３月末日ま

での間に民間企業や公的機関等での勤

務経験が５年以上ある方 

〇普通自動車運転免許（取得見込含む） 

（注１）「民間企業や公的機関等における職務経験」とは、会社員、自営業者、公務員、団体職員等として 

週 30 時間以上の勤務を同一の企業等において、６月以上継続して勤務した期間（複数ある場合は 

通算可）をいいます。 

（注２）採用後には、原則、村内に居住していただきます。 

（注３）業務上、公用車の運転は必須です。 

 

 

 

４．欠格事項 

地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する次の人は受験できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



５．試験日時・試験会場 

区  分 日    時 会  場 

第一次試験 

・一般教養試験 

・適 性 検 査 

・事務能力検査 

令和５年９月２４日（日曜日） 

受付時間 ８時４５分～９時１５分 

試験開始 ９時３０分～ 

 

 

下北山村役場     

若しくは         

寺垣内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

第二次試験 

・作   文 

・個別面談 

令和５年１０月１５日（日曜日） 

（詳細、一次試験合格者に通知） 

 

 

下北山村役場 

 

 

 

 

 

６．応募手続 

受験申込書の

入手方法 

① 受験申込書は下北山村役場総務課に用意してあります。 

② 郵便により請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、

84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封の上、下北山村役場

総務課へ請求して下さい。      

③ 受験申込書は下北山村ホームページからもダウンロード可能です。 

  下北山村ＨＰ（http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/） 

受付期間 

 

令和５年８月８日（火） ～ 令和５年９月８日（金） 

平日：午前８時３０分～午後５時１５分  

① 下北山村役場に直接持参する場合は、上記時間にお越しください。 

② 郵送する場合は、角型２号（A４サイズ）の封筒の表に、「受験申込書在

中」 と朱書きし、下記提出書類を入れて簡易書留郵便でお送り下さい。 

提出書類 

下北山村職員採用試験受験申込書（本人自筆、顔写真貼付） 

最終学校卒業証明書     

職 務 経 歴 書 

（注）＊土・日曜日は、役場閉庁のため受付はできません。 

   ＊郵送申込の場合は、令和５年９月８日までの消印があるものに限ります。 

 

 

７．受験票の交付 

 受験票は、受付期間終了後、受験申込書に記載された住所宛に郵送します。 

 （注）受験票が令和５年９月１５日（金）になっても届かない場合は、下北山村役場総務課に必

ずお問い合わせ下さい。 

http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/


８．合格通知 

合格発表については、合否にかかわらず受験者全員に通知します。 

 ○試験合格通知は、１０月中に連絡します。 

 

 

９．採用の時期 

 ＊試験に合格すると採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

①採用予定日  令和５年１１月１日付けで採用となります。 

（注）現在の勤務先の業務状況により、上記の採用予定日に勤務が困難な場合は、１月に限り採 

用予定日を延長できるものとします。 

 

②採用候補者  欠員などが生じ、補充することが必要であるときに限り採用します。（採用候

補者の有効期間は、合格通知書にて通知します。） 

（注）＊最終合格者でも受験資格を欠いていることが明らかとなった場合は、合格（採用）を取り消し

ます。 

    ＊その他、受験申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合は合格（採用）を取り消し

ます。 

 

 

１０．給 与 

   給与は、下北山村の「一般職の職員の給与に関する条例」等に基づき支給されます。 

また、採用までに条例等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 初任給（令和 5年 4月 1日） 

学 歴 初任給 備 考 

大学卒 １８５，２００円 ＊初任給は、採用前の経歴

等により加算されます。 

 

短大卒 １６７，１００円 

高校卒 １５４，６００円 

  

諸手当： 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当などそれぞれの支給条件に応じ

て支給されます。 

 

 

１１．勤務条件 

勤務内容： （一般行政職）村長部局、教育委員会その他行政委員会事務局、議会事務局 

において行政事務全般に従事します。 

勤務時間： ８時３０分～１７時１５分 

休   日： 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 

休   暇： 年次有給休暇、特別休暇などが有ります。 

 



 

提出先 (問合せ先) 

〒639-3803   奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内９８３番地 

          下北山村役場総務課人事係 

    ℡ ０７４６８―６－０００１ 


